
船舶事故等調査報告書 

平成２７年３月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第７０号 

事故等種類 ウェイクボーダー負傷 

発生日時 平成２６年７月４日 １４時１０分ごろ 

発生場所 熊本県三
み

角
すみ

港 

 三角港荷
にない

島灯台から真方位１４７°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３５.８０′ 東経１３０°２８.００′） 

事故等調査の経過  平成２６年７月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート B I F
ビーアイエフ

、１.５トン 

 ２５０－４９７５２熊本、株式会社ＢＩＦ 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

ウェイクボーダー 

 死傷者等 負傷 １人（ウェイクボーダー） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、船長が操船し、

三角港南方沖でウェイクボードをえい
．．

航して発進した際、平成２６年

７月４日１４時１０分ごろ、ウェイクボーダーが転倒し、右足を負傷

した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風速 約２m/s 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  船長は、免許を取得して間もなかったが、上級者が乗るウェイクボ

ードのえい
．．

航経験はあった。 

 船長は、初心者のウェイクボードのえい
．．

航経験がなく、ウェイクボ

ーダーもウェイクボードの経験がなかった。 

 本船の機関出力は、１８８.２９kＷであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

不明 

 本船は、三角港南方沖でウェイクボードをえい
．．

航して発進した際、

ウェイクボーダーが転倒したことから、右足を負傷したものと考えら

れるが、船長及びウェイクボーダーから情報が十分に得られなかった

ため、ウェイクボーダーが転倒するに至った状況を明らかにすること

はできなかった。 

原因  本事故は、本船が、三角港南方沖でウェイクボードをえい
．．

航して発



進した際、ウェイクボーダーが転倒したため、発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、ウェイクボードをえい
．．

航する際、ウェイクボーダーの

安全に細心の注意を払うことが望ましい。 

 ・ウェイクボードの初心者は、上級者にウェイクボードの要領を教

わったり、スクールを受講するなど、十分に練習を積んでおくこ

とが望ましい。 

 


